
 
 

 

一 

 
 

 

国
会
法
及
び
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
国
会
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
八
条
中
「
公
の
書
類
を
発
送
し
及
び
公
の
性
質
を
有
す
る
通
信
を
な
す
等
の
」
を
「
国
政
に
関
す
る
調
査
研
究
、

広
報
、
国
民
と
の
交
流
、
滞
在
等
の
議
員
活
動
を
行
う
」
に
改
め
る
。 

 

（
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
中
「
公
の
書
類
を
発
送
し
及
び
公
の
性
質
を
有
す
る
通
信
を
な
す
等
の
」
を
「
国
政
に
関
す
る
調
査
研
究
、

広
報
、
国
民
と
の
交
流
、
滞
在
等
の
議
員
活
動
を
行
う
」
に
、
「
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
」
を
「
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
」
を
「
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
一
条
中
「
（
第
四
条
の
二
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
」
を
「
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
」
に

改
め
、
同
条
後
段
を
削
る
。 



 

 
 

 

二 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
は
、第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
歳
費
、

旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
月
分
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
と
み
な
す
。 



 
 

 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

文
書
通
信
交
通
滞
在
費
に
関
し
、
そ
の
名
称
を
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
改
め
、
国
政
に
関
す
る
調
査
研
究
、
広
報
、
国
民

と
の
交
流
、
滞
在
等
の
議
員
活
動
を
行
う
た
め
に
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
日
割
計
算
に
よ
る
支
給
の
導
入
に
つ
い

て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


